
船舶事故調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年６月８日 １４時００分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市由良港内 

 高埼灯台から真方位０２０°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.９′ 東経１３４°５７.６′） 

事故の概要  プレジャーヨット真
ま

央
おう

は、機走により北進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年７月２６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット 真央、９.１トン 

 ２３５－２３９４３兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 センターボードに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

洲本市には、令和元年６月７日０４時２４分に強風及び波浪注意報

が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、機走により約６ノットの対地速力

で北進中、浅瀬に乗り揚げた。 

 本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報し、地元漁船の協

力により浅瀬から引き下ろされた。 

船長は、風及び波により圧流されていたので、浅瀬から十分な距離

を離して航行すればよかったと本事故後に思った。 

分析 本船は、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、機走により

北進中、船長が、浅瀬に接近して航行したことから、風及び波に圧流

されて浅瀬に乗り揚げたものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、

機走により北進中、船長が、浅瀬に接近して航行したため、風及び波

に圧流されて浅瀬に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・強い風及び波の中を航行する場合、圧流を考慮して浅瀬から十分

な距離を離すこと。 

 

  


